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発電所で事故が発生し、大量

の放射性物質が放出されるおそ
れがある場合、関係町村、道及び国で
は住民のみなさまがとるべき行動をテレ
ビ、ラジオ、防災行政無線、緊急速報
メールなどを通じてお知らせします。

内退避や避難等の防護対策は、

早め早めに実施されますので、
住民のみなさまは、うわさや憶測に惑わ
されず、関係町村や道の指示に従って
落ち着いて行動してください。

緊急時の応急活動と
みなさまがとるべき行動について

泊 屋
泊発電所で事故が発生し、放射性物質が放出されるおそれがある場合に、みなさまがとるべき行動

を記載していますので、家族全員の目につく場所に保管し、もしもの場合に活用してください。

発行 北海道総務部危機対策局原子力安全対策課
〒060-8588 北海道札幌市中央区北3条西6丁目

電話 011-204-5011 2017年12月発行

EAL

原子力施設の状況に応じて、避難や屋内退避等の防護措置
を実施するための判断基準
（緊急時活動レベル・Emergency Action Level）

OIL

空間放射線量率などの計測された値により、避難や屋内退避
等の防護措置を実施するための判断基準（運用上の介入レ
ベル・Operational Intervention Level）

避難
空間放射線量率が高い又は高くなるおそれのある地点から速
やかに離れるため、緊急で実施します。

用 語 解 説
一時移転
緊急の避難が必要な場合と比較して、空間放射線量率は低い
地域ではあるが、一定期間（１週間程度）のうちに当該地域か
ら離れるため実施します。

屋内退避
放射性物質の吸入抑制や放射線の遮へいのため、自宅や公共
施設などの屋内に退避します。

避難退域時検査
避難等される方の放射性物質の付着状況を検査し、避難先等
への移動に問題がないことを確認します。

施設敷地緊急事態要避難者
避難の実施に通常以上の時間がかかるなど、避難に際し特に配慮

が必要な方々です。（高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦、疾病
者、入院患者など）

内閣府では、今回、太郎君・花子ちゃん家族の事例を通じて屋内退避の重要性や注意事項をまとめた広報
チラシを作成しました。 ※広報チラシは下記のURLからダウンロードできます。

出典：内閣府(原子力防災)web
http://www8.cao.go.jp/genshiryoku_bousai/
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原子力災害に備えて（屋内退避に係る広報チラシ）



原子力発電所における放射性物質又は放射線が異常な水準で発電所外へ放出されることに
よって生じる災害です。

原子力災害の

特 徴

放射線による被ばくが通常五感に感じられないこと。
被ばくの程度が自ら判断できないこと
災害への対処に放射線等に関する知識を必要とすること。

災害発生時のイメージ図

放射線の基礎知識

１

原子力災害時には、住民等の被ばく線量を最小限に抑えると同時に、被ばくを直接の要因と
しない健康等への影響も抑えることが必要です。

放射能と放射線 放射線の種類と透過力

出典：一般財団法人原子力文化財団「原子力エネルギー図面集2016」

放射線を出す物質を「放射性物質」、放射線を出す能力を「放射
能」といいます。電球に例えると、放射性物質が電球、放射能が光
を出す能力、放射線が光といえます。

放射線には、α線、β線、γ線、x線、中性子線などの種類があり、
物質を透過する能力をもっています。その能力は、放射線の種類に
よって違います。

出典：一般財団法人原子力文化財団「原子力エネルギー図面集2016」

ポ
イ
ント

避難等の指示は、予防的、先行的に出されますので、

あわてず落ち着いて行動してください。
仕事や外出中などで、どこに集合すれば良いか分か
らない場合は、役場や警察等の指示に従ってくださ
い。

 発電所の状況やモニタリングデータ等の測定に基づ
き、避難等の防護対策を早め早めに実施します。

 避難等の措置は、放射線の影響を受けやすい妊産
婦、乳幼児及び児童生徒などの配慮を必要とされる
方を優先して行います。

 あわてず指示内容をよく聞きましょう。

 ガスの元栓を閉め、電気製品のプラグをコンセントから抜くなど火

の元に注意しましょう。

 冬期間は、ストーブを消し、水道の水落としも忘れずにしましょう。

 マスク・外衣等を着用し、用意した携行品を持ちましょう。

（服用中の薬がある方は、忘れずに準備してください。）

 家を出るときは、窓やドアなど戸締りを忘れないようにしましょう。

 近所の人と声を掛け合い、お年寄りや病気の方、体の不自由な

方を助けながら、お互い協力して避難しましょう。（避難等が困

難な方は、役場に連絡してください。）

関係町村、道及び国からの避難等の指示に従い、

あわてず落ち着いて行動してください。
仕事や外出中などで どこに集合すればよいか 分からない場合は、

役場や警察等の指示に従ってください。

ポイント

指示に従い、汚染のおそれのある飲料水を飲んだり、
飲食物を食べたりしないでください。

家の中に保管してあるものは問題ありません。
安全が確認され次第、制限を解除します。

 発電所で事故が発生した場合、環境の放射線の
ほか、水や食べ物に含まれる放射性物質濃度の
測定を実施します。

 放射性物質の放出によって飲料水や農作物など
に含まれる放射性物質濃度が基準値を超える場
合は、これらの飲食を制限したり、汚染農作物等
の採取、出荷を禁止します。

マスクや外衣を着用して
（服用中の薬がある方は忘れずに）

落ち着いて行動しましょう

近所の人に声をかけて

水や食べ物の

摂取制限が出されたら…

避難などの
指示が出されたら…

北海道原子力環境センターの
マスコットキャラクター モニタくん

原子力災害とは と る べ き行動
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常備薬、ﾊﾞﾝｿｳｺｳ、お薬手帳など



30Km 5Km

仁木町

岩内町

神恵内村

積丹町

余市町

泊村

共和町

古平町

赤井川村

倶知安町

ニセコ町

蘭越町寿都町

PAZ
放射性物質が放出される前の段階から

予防的に避難等を行う区域です。

原子力施設から概ね半径5km圏内の

地域を設定しています。

対象町村は、泊村・共和町・岩内町の

一部が該当します。

Precautionary Action Zone
予防的防護措置準備区域

UPZ
Urgent Protective Action 
Planning Zone
緊急防護措置準備区域

予防的な防護措置を含め、段階的に屋

内退避、避難、一時移転を行う区域です。

原子力施設から概ね半径5～30km圏

内の地域(PAZを除く)を設定しています。

対象町村は、関係町村※全て（寿都町、

赤井川村は一部）が該当します。

 北海道地域防災計画において、下図の範囲を定
めています。

 関係町村では原子力防災計画を策定しています。

出典：国土地理院ホームページ「地理院地図（白地図）」をもとに北海道で作成

泊発電所

泊村・共和町・岩内町・神恵内村・寿都町・蘭越町・ニセコ町・倶知安町・

積丹町・古平町・仁木町・ 余市町・赤井川村※関係町村（13町村）

北海道原子力防災センター
（オフサイトセンター）

道と北海道電力(株)は、平常時

から泊発電所周辺の環境放射

線モニタリングを行っています。

環境放射線ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
の状況

モニタリングポスト等での空間放射

線量率の連続測定や、農畜産物、

海産物、水道水などに含まれる放

射性物質の分析を行っています。

モニタリング結果は、
３ヶ月ごとにとりまとめ公表

北海道 原子力 検索

空間放射線量率の測定結果は、
リアルタイムでお知らせ

北海道 原子力環境 検索

原子力安全対策課ホームページへ

北海道原子力環境センターホームページへ

2

日 常 生 活 と 放 射 線

わたしたちはレントゲン撮影などの場合に放射線を受けるほか、毎日自然からの放射線を受けて
います。くらしの中で受けている放射線の量はとても少ないため、健康に問題はありません。

出典：一般財団法人原子力文化財団「原子力エネルギー図面集2016」

関係町村、道及び国から、テレビ、ラジオ、防災
行政無線、緊急速報メールなど様々な手段を
使って、皆さまの取るべき行動など必要な情報を
速やかにお知らせします。

 テレビ、ラジオの緊急放送、緊急速報メール及びインターネッ
トを通じて災害情報を入手してください。

 防災行政無線、広報車及び漁業無線などの災害情報に注
意してください。

 近隣や町内会の人たちと情報を共有してください。
 正確な情報を入手し、うわさや憶測で行動しないでください。
 緊急を要する電話以外、電話の使用は極力控えてください。

正確な情報を入手し、

うわさや憶測に惑わされないで、
落ち着いて行動してください。

もしもの場合に

備えて
日ごろから準備

避難所では必要な物資が準備されます
が、避難等に役立つものや必要なものは日

ごろから1ヶ所にまとめておきましょう。

家族が離ればなれに避難しなければならな
いことがあるかもしれません。もしもの場合に
備え、連絡方法を決めておくなど、日ごろから
家族で対応を話しあっておくことが大切です。

もしもの場合の対応について、
日ごろから家族でよく話し合い
ましょう。

地域のバス集合場所や避難所
を覚えておきましょう。わからない
場合は役場に確認してください。

ポイント
必要なものは１ヶ所に
まとめておきましょう。
食料の備蓄も忘れずに!

電話は控えて

事故の発生などの
お知らせがあったら…

ポイント

放出された放射性物質が少ない場合には、自
宅など建物の中に入るだけでも、放射線による
被ばくを少なくすることができます。

 屋内に入ったら、すぐに手や顔を洗いましょう。
 必要に応じシャワーを浴びるなど、身体を洗い流しましょう。
 ドアや窓、換気扇を閉めて、外の空気が入らないようにしましょう。
 食べかけの食品にはフタをしたり、ラップをかけましょう。（家の中に
保存してある食べ物は食べても問題ありません。）

 避難などに備え、貴重品や着替用衣類などの持ち物（携行品）
を用意しましょう。

 落ち着いて、新しい指示や正確な情報を待ちましょう。

すぐに自宅などの屋内に入り、外に出ないでください。
すぐに自宅に帰れない場合は、最寄りの公共施設
などに入ってください。

ポイント

屋内退避の
指示が出されたら…
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緊急時にみなさまが 原子力災害対策を重点的に実施すべき区域の範囲



自然災害の発生（大地震・大津波）や原子力発電所
の事故事象の段階（EAL）に応じて、予防的防護対策
を実施します。

また、放射性物質が環境中に放出された場合には、空間
放射線量率など計測可能な指標（OIL）に基づき、必
要な緊急防護対策を迅速に実施します。

複合災害
時は…

地震・津波など自然災害との複合災害時において、自然災害による差し迫った
危険がある場合には、生命の安全確保を優先して対応することとなります。

上記の枠組みに関わらず、

暴風雪時（暴風雪警報または暴風雪特別警報の発表時）は、天候が回復
するまで屋内退避を優先し、天候回復後に速やかな避難等を実施します。

例えば
暴風雪時は…

3

屋内退避について
原子力災害対策指針(原子力規制委員会策定)では、

原発事故の際、原発から概ね５～30km
圏内であるUPZの住民は、放射性物質の
影響がどの方向に及ぶか予測できないことか

ら、放射性物質の放出に備えて屋内退避す
ることが最も合理的な防護策とされています。

 いつ放射性物質が放出するかわからない中

でいたずらに屋外に出て避難を開始してしま

うと、例えば、渋滞により身動きがとれなくなり、

かえって被ばくするおそれがあります。また、無
理に避難することで健康リスクが高まるおそ
れもあります。

内閣府では屋内退避について分かりやすく説

明したチラシを作成しています。→7ページ掲載

屋内退避の効果

原子力規制委員会では、屋内退避の効果
をつぎのとおり示しています。

※ コンクリート構造物は、石造りの建物よりも、さらに
高い効果が期待できます。

※ 放射性プルームとは、「放射性物質を含んだ空気
のかたまり」のことをいいます。

出典：原子力規制委員会「緊急時の被ばく線量
及び防護措置の効果の試算について」

避難退域時検査場所の候補地

出典：国土地理院ホームページ「地理院地図（標準地図）」をもとに北海道で作成

緊急時の避難を円滑に行うため、あらかじめ候補地を選定しています。

ﾙｰﾄ 検査場所候補地 避難元町村

①余市アップルポート
②中央水産試験場
③余市河口漁港
④道の駅ｽﾍﾟｰｽｱｯﾌﾟﾙ余市
⑤おたるマリーン広場

泊村
神恵内村
積丹町
古平町
余市町

２

①都運動公園
②道の駅あかいがわ
③赤井川村山村活性化支援ｾﾝﾀｰ
④キロロリゾート

仁木町

赤井川村

３

①後志総合振興局
②倶知安町中央公園
③旧東稜中学校
④京極町総合体育館
⑤京極スリーユーパーク
⑥喜茂別町町民公園
⑦喜茂別町農村環境改善ｾﾝﾀｰ
（再掲）ルスツリゾート

岩内町

倶知安町

４

①道の駅「ﾆｾｺﾋﾞｭｰﾌﾟﾗｻﾞ｣・
ニセコ町運動公園

②羊蹄山自然公園
③道の駅「230ルスツ」
④ルスツリゾート

共和町

ニセコ町

５

①道の駅「らんこしふるさとの丘」
②旧目名小学校
③蘭越町田下PA
④黒松内町白井川PA
⑤道の駅「黒松内」

蘭越町

６
①潮路小学校
②ゆべつのゆ
（再掲）道の駅「黒松内」

寿都町
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緊急時における防護対策の枠組み

安定ヨウ素剤について

服用方法

安定ヨウ素剤は、放射性ヨウ素の甲状腺への取り込み
を抑制する効果がありますが、それ以外の放射線防護
効果はありませんので、緊急時に避難や屋内退避の指
示がある場合には、その指示に従って行動してください。

対象者 ゼリー剤 丸薬

新生児 16.3mg ー

生後１ヶ月以上３歳未満 32.5mg ー

３歳以上13歳未満 ー 1丸

13歳以上 ー ２丸

4

国、道や役場から特別な指示がない限り、
安定ヨウ素剤の服用回数は原則１回です。

原子力災害時に国、道や役場から指示があった場合
のみ服用してください。それ以外には服用しないでください。

安定ヨウ素剤の効果

以下の服用量を必ず守ってください。多く服用
しても、防護効果は上がりません。過剰に服用
すると副作用が発生する可能性が高まります。

住民のみなさまがとるべき行動など必要な情報は、お住まいの市町村、道や国から

テレビ、ラジオ、防災行政無線など様々な手段を使って速やかにお知らせします。


